
 
 
 
 
 

正会員の処分 
 
 
本会は、下記の通り正会員の処分を行う。 
 
 
会 員 名：株式会社インテレス・キャピタル・マネージメント 
      ユナイテッドワールド証券株式会社 
 
処分の内容：平成 21年 4月 1日からの正会員の権利の停止。 
 
処分の理由：定款第 8条に規定する年会費（平成 21年度分）を納入しておらず

定款第 13条第 1項第 2号の規定に該当するため。 
 

以上 
 
 
 

平成 21年 9月 30日        
東京都港区赤坂 1‐8‐10      
社団法人 日本商品投資販売業協会 


